
広報みほ　令和５年８月号9

■児童扶養手当とは？
離婚・死亡・遺棄等の理由で、父または母と生計を共にしていない児童の健やかな成長と生活の
安定、自立を促進するための手当です。

■児童扶養手当とは？
離婚・死亡・遺棄等の理由で、父または母と生計を共にしていない児童の健やかな成長と生活の
安定、自立を促進するための手当です。

◎手当支給月額（令和５年４月から手当の額が改定されました）◎手当支給月額（令和５年４月から手当の額が改定されました）

全部支給全部支給

４４，１４０円

上記金額に１０，４２０円を加算

児童１人増すごとに上記金額
に６，２５０円を加算

対象児童数対象児童数

１人

２人

３人以降

一部支給（受給者の所得に応じて）一部支給（受給者の所得に応じて）

上記金額に５，２１０円から１０，４１０円を加算

児童１人増すごとに上記金額に３，１３０円か
ら６，２４０円を加算

１０，４１０円から４４，１３０円

毎年８月末日までに、「現況届」を提出していただきます。なお、現況届はご自宅に送付しますの
で、必要事項を記入のうえ、必要な書類とともに提出してください。
毎年８月末日までに、「現況届」を提出していただきます。なお、現況届はご自宅に送付しますの
で、必要事項を記入のうえ、必要な書類とともに提出してください。
※所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。
※未提出の場合、１１月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、２年間この届を出さ
　ないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。

※所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。
※未提出の場合、１１月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、２年間この届を出さ
　ないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。

現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ現在、児童扶養手当の認定を受けている方へ

毎年８月中旬から９月中旬までに、「所得状況届」を提出していただきます。なお、届出用紙はご
自宅に送付しますので、必要事項を記入のうえ、必要な書類とともに提出してください。
毎年８月中旬から９月中旬までに、「所得状況届」を提出していただきます。なお、届出用紙はご
自宅に送付しますので、必要事項を記入のうえ、必要な書類とともに提出してください。
※所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。
※未提出の場合、８月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、２年間この届を出さ
　ないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。

※所得制限により手当の支給が停止されている方も必ず届を出してください。
※未提出の場合、８月分以降の手当の支給を受けられなくなります。また、２年間この届を出さ
　ないと資格を失い、再度認定申請が必要になりますので、ご注意ください。

現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方へ現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方へ現在、特別児童扶養手当の認定を受けている方へ

■特別児童扶養手当とは？
精神、知的または身体に一定の障がいがある２０歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とし
た手当です。

■特別児童扶養手当とは？
精神、知的または身体に一定の障がいがある２０歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的とし
た手当です。

◎問合せ・窓口　児童扶養手当　教育委員会子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１
　　　　　　　　特別児童扶養手当　役場福祉介護課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１２
◎問合せ・窓口 児童扶養手当　教育委員会子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０（内）２３１
　　　　　　　　特別児童扶養手当　役場福祉介護課☎０２９－８８５－０３４０（内）１１２

児童扶養手当・特別児童扶養手当児童扶養手当・特別児童扶養手当
届・所得状況届を出しましょう現況届・所得状況届を出しましょう

（広告欄）

と

思っていませんか？
消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！
消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！
消費者トラブルは
　　　　悩まず早めに相談を！

【ひとこと助言】
・家電製品は、長期使用に伴い部品や材料に劣化が生じ事故が起きることがあります。事故の予兆とし
ては、過度な発熱、異常な音や振動、異臭、スイッチを入れても正常に作動しない等があります。こ
うした場合は、すぐに電源プラグをコンセントから外して、使用を控えるか、製造事業者等に相談し
ましょう。

・製造から長期間経過した扇風機は、使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いておきましょ
う。そのまま放置していて出火に至った例もあります。

１５年以上前に購入した扇風機を久しぶりに数時間使い続けたところ、羽根の付け根
部分から火が出た。食卓テーブルの上に置いていたものが燃え、消火器で火を消し
たが、テーブルクロスに小さな焼け焦げができた。　　　　　（当事者：９０歳代）

見守り
新鮮情報

【ひとこと助言】
・訪問販売の場合、法定の契約書面を受け取ってから８日以内である等の場合はクーリング・オフを行
うことができます。

・点検を依頼してしまい、点検後に屋根工事を勧められてもその場で契約せずに家族や周囲の人に相談
しましょう。不審に思ったり、困った場合は、すぐにお近くの消費生活センターへ相談しましょう。

突然、業者が訪問してきて「近所で屋根工事をしている者だが、お宅の屋根が剥が
れているのが見えた。週末に台風が来るので、屋根のトタンが飛んだら大変だ。」と
言われ点検を依頼した。業者から撮影した屋根の写真を見せられ、言われるがまま
に高額な屋根工事契約をした。後日、屋根工事が行われ、作業を見ていたところ、
業者から家の中に入っているように言われた。使用していた材料が説明と違う気が
したが契約書面などは一切もらっていないので分からない。私はだまされたのだろ
うか。解約したい。

消費生活
緊急情報

◇村消費生活センター（消費生活相談全般）☎８８５－７１４１（直通）
　月・水・木・金　午前９時～正午、午後１時～４時
（相談の受付は、午前は１１時３０分、午後は３時３０分まで。）
※相談員が不在の場合がありますので、電話でご確認ください。
◇消費者ホットライン（全国共通）☎１８８※３桁で繋がります。
◇県警悪質商法１１０番（訪問販売や悪質業者に絡む各種相談）
　午前８時３０分～午後５時１５分　☎０２９－３０１－７３７９

消費生活に関す る相談 は

い や や

司法書士による無料相談

～国民生活センター「見守り新鮮情報」より引用・抜粋～


